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青 年 部 会  第６回 ふくふくスタンプラリー
　2018 年４月７日（土）梅丘地区にて「ふくふくスタン

プラリー」を開催致しました。世田谷区のご後援をいただ

いた青年部の社会貢献事業です。

　当イベントは、「世田谷区総合福祉センター」「すまいる

梅丘」「白梅福祉作業所」「サミット梅ヶ丘店」の４箇所に

スタンプ台を設置し、参加者の皆様に各ポイントを回って

頂きながら、作業所の活動体験や利用者さんと接すること

を通して、この地域の福祉活動に触れて頂くことを目的と

しています。

　この事業に関しましては、ジェイコムイースト世田谷局

様に全面的にご協力頂き、スタンプ台のご提供、撮影等の

広報活動、景品としてノベルティーグッズのご提供により

スタンプラリーの運営にご協力頂くのみならず、ゆるキャ

ラ「ざっくぅ」の登場で、ご来場の皆様や施設利用者の皆

様にもより一層楽しんで頂けました。『ざっくぅは今どこ

にいるの？』という子どもたちからの問い合わせも多く、

その影響力に感心させられました。

　当日は心配された天候も回復し、穏やかな気候の中で

の実施となり、雨天であった昨年より１００名ほど多い

５００名近い方々がゴールされました。また、配布するス

タンプブックが足りなくなるブースがあったり、ゴールで

は景品引き換えの列ができてスタッフの対応が追い付かな

い状況が一時発生するなど、嬉しい悲鳴が方々からあがり

ました。無論、当方の拙い運営にて発生した事ゆえ、ご参

加の皆様には大変申し訳ないと感じながらも、何より多く

の方々にご参加頂いたことを実感しつつ、そしてご参加の

皆様（特に子ども達）の笑顔と弾んだ声に励まされながら、

一日運営をさせて頂きました。

　このスタンプラリーは、世田谷区総合福祉センターの「さ

くらまつり」と共催という形で実施しております。当日は

センター内において、多くの福祉作業所等の方々が、それ

ぞれ制作されたお菓子や小物などを販売するブースが展開

されました。またセンターの建物周辺にて、焼鳥や焼きそ

ば、おしるこやわたあめに至るまで、様々な模擬店が立ち

並び、買い求める人々が列をなしていました。また中庭に

おいては、チアダンスや車椅子の方のライブなどが会場を

盛り上げていました。「ざっくぅ」「イータ君」「プラミィ」

も駆けつけ、更に見ている人達を喜ばせていました。

　青年部会におきましては、小田急線梅ヶ丘駅において「ア

ンテナショップ」を設置し、福祉作業所の製品を販売する

とともに、スタンプラリーやさくらまつりの案内を行いま

した。また総合福祉センター内で「コロッケ」の模擬店を

出店し、おかげさまで追加分まで完売する盛況ぶりでした。

　多くの方々のお力添えにより、第６回ふくふくスタンプ

ラリーも無事に終了することができました。準備段階より

様々な面でご協力くださった共催各団体・協賛企業の皆様、

当日ご来場くださった地域の皆様、運営を支えてくださっ

た青年部会員・ボランティアの皆様、そして共に走ってく

ださった実行委員の皆様に、この場を借りて御礼を申し上

げます。本当にありがとうございました。

　尚、来年春に総合福祉センターが移転をされる関係で、

今の形のふくふくスタンプラリーは恐らく今回が最後に

なるものと思われます。私も２度目の実行委員長を仰せつ

かっておりますが、次回以降の構想についても、ご助力頂

いている皆様と共に考え、また新たなエッセンスを加えた

イベントにしていけるよう、工夫して参りたいと考えてお

ります。どうか今後とも皆様のご助力を賜りますようお願

い申し上げます。

（ふくふくスタンプラリー実行委員長　青年部　板東 諭史）
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　平成 30 年３月 12 日、京王プラザホテルにて女性部会全

体連絡会議が行われ、医学博士の米山公啓様による「脳が

元気になる方法」のご講演がありました。 

　また、休憩を挟み「税に関する絵はがき」 東京都２万５千

枚の中から 48 枚が選考され、その中から「都知事表彰、全

法連女連協会長賞１点」「東法連女連協会長賞１点」「優秀賞

５点」が決定し、帝京大学准教授、辻正博様より選考された

総評のお話がありました。

　北沢法人会は、都知事表彰並びに全法連女連協会長賞を

武蔵丘小学校５年生の小林明優翔さんが頂きました。今年

は受賞されたご本人が賞を頂くことになり、保護者の方と

校長先生も参加され大変喜ばれ良かったです。授賞式の後

は小池都知事との記念撮影。部会の皆様とも記念撮影とう

れしい笑顔でカメラに収まりました。

　北沢法人会としては 23 年度は優秀賞、 26 年度に全法連

女連協会長賞、27 年度は東法連女連協会長賞そしてこの度

の全法連女連協会長賞並びに都知事表彰と大変名誉なこと

です。今後も「税に関する絵はがき」に一人でも多くのお子

さんのご参加してくださるよう、女性部会も頑張りたいと

思います。皆様の心温まるご支援有難うございました。

(女性部会長　広瀬　節代)

平成29年度  女 性 部 会 全 体 連 絡 会 議

　平成 30 年４月 12 日( 木) にアイメッセ山梨 ( 山梨県立

産業展示交流館) にて第13 回法人会全国女性フォーラム山

梨大会が開催されました。役員も含め1800 人が集い盛大に

開催されました。

　４月 12 日は戦国の武

将、武田信玄の命日で甲

府市内ではその遺徳を偲

んで、武田二十四将の騎

馬行列が行われており、

会場に向かうバスの中か

ら行列を見ることができました。

　第１部は、フリーアナウンサーの国井雅比古氏による講

演「小さな旅と私」～人との出会いと発見～第２部の式典、

第３部の懇親会が開催され、全国から集った女性部会会員

の情報交換と親睦を図ることができました。

　「税に関する絵はがきコンクール」全法連女連協会長賞の

受賞作品が紹介され、北沢法人会から選ばれたことが誇ら

しく感激でいっぱいでした‼

( 女性部会 副部会長　平塚 早苗)



◇ ◇ 教 え て！ 税
ぜ い き ん ぱ ち せ ん せ い

金 八 先 生！ ◇ ◇
皆さん、こんにちは。とても過ごしやすくウトウトとしてしまう季節となりましたが、頑張っていき

ましょう！
Ｌｅｔ‘ｓ　ｔｒｙ！　

第 1 問　消費税を実額計算する場合、控除仕入税額は課税売上割合で按分されます。課税売上割合の分母には
非課税売上が含まれますが、有価証券の譲渡収入などはその全額ではなく、何％相当額を含めること
とされているでしょうか？

　　　　 ① １％　　　　　　　② ５％　　　　　　③ １０％

第 2 問　申告が期限よりも遅れた場合、一般的にどのようなペナルティーが課されるでしょうか？
             ① 過少申告加算税　　　  ② 無申告加算税 　　    ③ 延滞税

＊答えは 13 ページに掲載
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　平成 30 年２月 22 日、ＳＫＴは 20 周年との事で、当番

の世田谷法人会女性部会では記念にふさわしい計画を熟慮

し、今回の催しに至ったようでした。

　１部はパブリックシアターの観劇で、２部はキャロット

タワー 47 階のレストランでした。お芝居は野村萬斎さんを

主人公にベテランの俳優が囲み、広末涼子さんをゲストに

迎え『シャンハイムーン』という演目でした。野村萬斎さん

の狂言独特の深みのある声が時々混ざり、それが又程よい

味になっていました。『シャンハイムーン』は井上ひさしさ

んの作品で、日露戦争後の中国と日本の微妙な人間関係を

軽妙なタッチで笑いも入れながらの演出は栗山民也さんで

した。

　２月と３月に２回ずつしかやらないという『トーク

ショー』を見ることもできました。出演は野村萬斎さん、広

末涼子さん、辻萬長さんの３名で行われ、「栗山さんの演出

はどうだった？」と野村さんが聞くと、「怒られてばかりで

した」と広末さん、「僕も怒られた！怒られた！」と辻さん。

「狂言の声の出し方を小さい時から仕込まれているからね

え、まったく逆だからね」と言う野村さんのその声は、狂言

の声で、身についてしまったものは簡単に変わらない。この

ようなトークから、今回のお芝居は御苦労だったと推察で

きました。

　トークショーは、結構本音で面白かったです。終了は５時

頃。５時半からのＳＫＴは世田谷15 名、他に玉川法人会副

会長の小俣氏と事務局、玉川は９名位、北沢は４名の出席、

６時から始まる屋外の景色は段々に暗くなり照明や自動

車のライトで美しくなる夜景をバックに、世田谷法人会の

師岡会長が「ようこそ」と歓迎の挨拶をして下さいました。 

20 周年という事でご多忙の中、来て下さったようでした。

　その後各部会長の紹介があり、我が広瀬部会長は「税に

関する絵はがきコンクール」で決まったばかりの東京都知

事賞を北沢の子どもがいただいた事を報告、私たち北沢の

者の鼻がちょっと高く感じている事も報告しました。その

後食事を挟み自己紹介と一言、北沢の女性部会は近々創部

40 周年を迎える事、北沢税務署管内の小学校のうち、まだ

２校が絵はがきコンクールに参加していない事、玉川法人

会は早い段階で全校参加で素晴らしい事、女性部会の組織

もしっかり出来ていて 20 年前感心したことを話すと「そ

れが最近部会員が減ってきて」と本音トーク。世田谷も「若

い人が入って来ない！」「何か良い方法は？」「北沢では青年

部卒業の女性が少しずつ」と話してみました。中村相談役も

「青年部も定年 50 歳に決めたので」と話し、少しでもヒント

になればと思い色々と話させて頂きました。

　他に中村さんは女性部会カラオケサークルが『小さな

チャリティカラオケと舞の祭り』を朝 11 時から夜７時半

迄、今年もゲストを入れて約 140 組、チャリティで 10 万円

以上を毎年社会福祉協議会に寄付を続け今年で 10 回目と

話すと、会場に驚きの声があがりました。「140 組！」「10 万

円！」「10 年！」など終了後は 20 年来の知人友人の懐かし

いおしゃべりに花が咲き、楽しい会となりました。

( 女性部会 相談役　山﨑 富美子)

女 性 部 会 ＳＫＴ（ 2 0 周 年 記 念 ）連 絡 協 議 会
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　平成 30 年 2 月 27 日  法人会館 3F 大会議室にて、北沢

税務署の奥村署長をお招きして恒例の「署長を囲む会」を

開催いたしました。

　テーマは「私の歩んできた税務行政」。いつもの税金など

に関する研修とは少し違い、署長からの略歴資料に沿って

お話が始まりました。

　福岡国税局採用・税務大学校熊本研修所を経て現在まで

39 年間携わってこられて、様々に担当された部署の経緯・

経験を国税庁組織図に合わせてお話されましたので、財務

省を頂点とする各部門の仕事もよく分かり楽しい研修にな

りました。

　教員を希望されていたとのことでしたが、税務大学校の

種々の部署に就かれた経験談・国税庁出向など、そして立川

税務署勤務の折には高山統括官とご一緒の時があり、その

時の楽しいエピソードなども伺いました。

　管轄エリアが全国一広い税務署は帯広署で、島根県と同

じ広さ…などびっくり豆知識も挟まれてお話は続き、資料

の中に日本地図に各県のお酒の名称が載っている一枚があ

り、最後には酒税のお話と思っていたらその地方の美味し

いお酒という事で盛り上がり、質疑応答も時間がオーバー

するほどになってしまいました。全国に 56,000 人もの人

達が税務に携わっているとのこと、税金ではない税務のお

話は興味深く大変有意義な時間でした。

　来年には消費税が10% に上がる予定、我々もしっかり勉

強して、税金は払うばかりではなく身近なところに使われ

ている事にも目を向けようと、小学生の「税の絵はがき」に

触発されています。

( 女性部会 相談役　中村みのり)

女 性 部 会 税 務 研 修 会「 署 長 を 囲 む 会 」

組 織 委 員 会  特 別 編
　平成 30 年２月16 日（金）18 時より、組織委員会では金

子担当副会長の提案で「組織委員会特別編」と称した勉強

会を開催いたしました。

　昨年の会員勧奨で活躍された上位三名（飛田千賀子 下

北沢支部長、長沼慶子 委員、組織委員長 馬場宏明）を、パネ

リストとして迎え、コーディネーターを金子副会長が務め、

終始なごやかな雰囲気の勉強会となりました。

　先ずは三人のパネリストによる会員勧奨の秘訣が披露さ

れ、苦労話や成功した時の喜びなどがそれぞれ語られました。

　最も印象深かったのは、最後に明大前支部坂本支部長が

感想を述べて下さった言葉です。一言紹介させていただき

ます。「会員勧奨を自分でしよう自分でしようと思わず、商

店街の役員さんなどで人脈をお持ちの方や人を引きつける

力をお持ちの方に勧奨して頂く。ということが学べた。」と

のコメントです。この気づきをもっと多くの方々に（特に

理事の方々）に知って頂きたく感じる次第です。

　今後も度々開催していきたく思いました。パネリストの

皆さまやご参加下さった委員の皆さまに感謝申し上げ、報

告とさせていただきます。

 ( 組織委員長　馬場 宏明）
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女 性 部 会 報 告 会
　桜のつぼみもほころび始めた穏やかな、3 月 23 日( 金)

午後 3 時より、北沢法人会館 3 階会議室において平成 29

年度女性部会「報告会」を行いました。

　第一部、報告会、司会深津副部会長のもと、部会長あいさ

つを広瀬部会長、来賓紹介を中村相談役が行ない、続いて北

沢税務署 法人課税第一部門統括官の高山邦彦氏、上席国税

調査官の福永亮氏のお二人からあいさつ頂きました。

　部会長のあいさつの中で、今年も『税に関する絵はがき

コンクール』に於て、北沢法人会は東京都で最優秀賞を受賞

( 区立武蔵丘小学校５年、小林明優翔さん) し、小池東京都

知事から直接表彰状が手渡されたことが報告されました。

　また、北沢税務署奥村署長さんも署長ネットワーク( 東

京) の中でこの事をとても誉れに思って自慢していると統

括、上席のあいさつの中で言っておられ、私達女性部会も一

同心をひとつに力を合わせ頑張っていきたいと心に誓いま

した。

   第一部報告会は次第に従って、概況を広瀬部会長が報告

し、29 年度事業報告を平塚副部会長、決算報告を坂田副部

会長、30 年度事業計画( 案) を平塚副部会長、30 年度予算

( 案) を坂田副部会長が報告し議事進行もスムーズに終了。

山﨑相談役の閉会の言葉で第一部を終了致しました。

　第二部懇談会は丸山副部会長の司会で始まり、来賓あい

さつ、渡 顧問、乾杯、髙橋相談役、なごやかに懇談と自社

PR、佐軒副部会長の閉会のことばで、すべての会が終了し

ました。

　なお出席者は、北沢税務署の２名を含めて 27 名でした。

( 女性部会 副部会長  羽生 和世)

　平成 30 年３月 26 日（月） 18 時より、昭

和信用金庫明大前支店３階会議室にて公開

税務研修会が行なわれ、研修会終了後には、

近隣の「ハミングバード」において支部懇談

会が催されました。

　研修会は、当支部会員でもある山田稔幸税

理士にて「平成 30 年度税制改正 事業承継

税制及び所得拡大税制の改正を中心に」と題

して行なわれ、改正点を具体的かつ詳細に説

明した資料を配布して頂くなど、役立つ研修内容となりました。

　また、場所を移して行われた支部懇談会では、坂本支部長の開会

の挨拶を皮切りにスタートし、今年度会員になられた各社を中心に

自己紹介が行われ、平成 30 年度の事業予定及び支部役員について

話し合いがなされました。　　 　（明大前支部 副支部長 塩原 孝夫）

明大前支部　第２回  公開税務研修会・支部懇談会

「ハミングバード」にて行なわれた支部懇談会

講　師
山田 稔幸 税理士

＊公開税務研修会内容＊（配布資料より抜粋）

・ 事業継承税制の特例の創設
・ 改正の注意点
   ①対象株式数、猶予割合の拡大
   ②雇用継続要件の弾力化
・ 納税猶予・免除額の計算イメージ
・ 事業承継税制の全体像 事業総計税制を活用し

た株式承継フロー
・ 今回の改正による影響 
・ 合併・分割等による不動産の移転登記の登録免

許税・不動産所得税の軽減措置の新設
・ 軽減税率措置
・ 賃上げを促すための所得拡大促進税制の見直し 
・ その他の改正



― 9 ―

　事務局からの
　お 知 ら せ
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村　上　葬　祭

「大切ですよ！就業規則」第 43 回  社会保険労務士　大竹 謙一ワンポイント
ア ド バ イ ス

1．就業規則と労働契約

　従業員が入社するにあたり、会社はその従業員と労働契

約を結ぶことになります。労働契約の内容には、「いつ働く

のか」「いつ休みなのか」「いくらの賃金で働くのか」など労

働時間、休日・休暇、賃金といったものを結ばなくてはなり

ません。そこで、個々の契約書ですべてを記載することは業

務が煩雑になるため、すべての労働者に共通する労働条件

をまとめたものを就業規則して作成します。就業規則は、会

社と各従業員との労働契約の一部になる重要な役割をもっ

ていることを認識しましょう。

2．就業規則の作成および届出の義務

　労働基準法の89 条では、「常時10 人以上の労働者を使用

する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出

なければならない。」と定められております。また、90 条に

は、就業規則の作成変更について、労働組合もしくは過半数

代表者の意見聴取し、その意見を記した書面を届出の際に

添付すことを義務づけています。そして、その就業規則は、

常時、各事業場の見やすい場所への掲示や備え付けなどの

方法により従業員へ周知しなければなりません。

　作成した就業規則は、従業員にしっかりと周知させるこ

とが重要です。事業主様の机にしまっておいてはダメなの

です。

　記載内容については、労働契約の期間、従事する業務、始

業就業の時刻、残業の有無、休憩時間・休日、休暇、賃金の決

定など必ず定めなければならない事項（絶対的明示事項）

と賞与・制裁・休職などその制度を置く場合は必ず記載し

なければならない事項（相対的明示事項）があり、その記載

が定められています。

３．就業規則の作成のポイント

　就業規則があるとトラブルになったときに不利になると

言って就業規則作成しない事業主様もいらっしゃいます

が、就業規則で決まりを作ることで、労使トラブルから会社

を守ることも多くあります。（就業規則で決めたことは、会

社側も守ることが前提ですが。）　

　もちろん、就業規則があれば、すべてのトラブルを未然に

防いだり、発生したすべてのトラブルを解決できるという

ものではありません。しかし、少なくとも、誤解によるもの

や無用のトラブルを回避することは可能になります。

　また、従業員にとっては、規則がきちんとあることで、公

平感、安心感のある職場環境として、仕事に対するモチベー

ションの向上にもつながります。

　冒頭にお話しさせていただいた「働き方改革」もそうで

すが、労働関係の法律は、毎年改正がおこなれているのが現

状ですので、就業規則の見直しの必要も出てきております。

見直しは、就業規則本則だけでなく、育児休業規程や介護休

業規程などにも及びますので、こまめな見直し・改定が必要

になってきております。

　ただし、就業規則の作成・変更の際には、従業員の現在の

労働条件と比較して不利益に変更がなされるケースも出て

きます。

　労働条件の不利益変更は、原則従業員の同意が必要なり

ますので、変更内容の十分な説明と従業員の同意をしっか

り確認することが、変更後の労使トラブルの予防になりま

す。

　あわせて、労働条件通知書・雇用契約書、36 協定などの記

載内容の変更も必要なるケースもございます。厚生労働省

のホームページでは、記載例などの掲載もしておりますの

で、参考にしていただければよいかと思いますし、労務管理

担当者の有無など会社の状況に応じて、社会保険労務士な

どの専門家へ相談することもお勧めします。

〜 就 業 規 則 の 重 要 性 〜

◆会社の人事・労務管理ご相談ください◆

大竹労務マネジメント事務所
社会保険労務士　大  竹　謙  一

世田谷区給田3-34-7-203  TEL:03-6671-2878  
　ご相談は、ホームページからもお受け致します。

URL: www.o-roumu.jp 



　先日の日経新聞に、電機大手のソニーが 2018 年度に年収
ベースで約５％の賃上げに踏み切る、という記事が載ってい
ました。また、宅配便大手ヤマト運輸も配達量が減少するこ
とを覚悟した値上げをして、従業員の待遇改善を進めていま
す。最近の大企業においては、人手不足により事業継続が困
難になることが最大のリスクと考え、①給与に代表される金
銭的な待遇面の改善、②連続休暇制度、フレックスタイム制、
クラウドストレージを前提とした在宅勤務等に代表される
働き方の柔軟化を急速に進めているようです。
　私がこのような話をさせていただいた会社の中からも、7
日間連続休暇制度の導入の検討を始めたところも出てきま
した。審議中の働き方改革関連法案においても、5 日以上の有
給休暇取得を企業側に義務付けるという話もあるようで、今
後、働き方が大きく変わっていくのではと感じています。今
回、説明するのは、大きな2 つの動きのうちの一つ目、①給与
に代表される金銭的な待遇面の改善を行った場合に適用さ

れる所得拡大促進税制についてです。
　所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している法人

（又は個人事業主）が、平均給与等支給額が前事業年度の平均
給与等支給額と比較して増加する等一定の要件を満たした
場合に、雇用者給与等支給増加額の一定割合を法人税額( 又
は所得税額) の一定割合を上限として税額から控除できる制
度です。
　毎年、数多くの税制改正が行われ、改正されたものについ
ては、あまり影響のないものが多いのですが、所得拡大促進
税制は適用される場合も多く、かつ、絶対額による上限がな
いので金額的にも大きくなることが多いので注意が必要で
す。平成 25 年度税制改正により創設されて以来、細かい改正
を繰り返していますが、平成 30 年度税制改正においても改
組が予定されていますので、平成 30 年３月 31 日以前開始事
業年度と平成 30 年４月１日以降開始事業年度に分けて簡単
にまとめておきます。

以上、わかりづらいとは思いますが、もし、従業員を新たに雇用したり、賃上げや賞与の増額をした場合には、所得拡大促進税制と
いう制度があるということを思いだしてください。別表作成は少し面倒ですが、税額控除が受けられる可能性があります。

対　　　 象

対 象 と な る
給 与

申　 請　 等

要　　　 件

控　 除　 額

そ　 の　 他

平成 30 年 3 月 31 日以前開始事業年度 平成 30 年 4 月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日開始
事業年度

資本金 1 億円超の法人は事業税外形標準課税付加価値割にも適用あり

青色申告している個人事業主及び法人（業種による制限はなし）	

国内雇用者に対して支給する適用事業年度において損金算入される給料、賞与等の給与の額。ただし、役員、
役員の親族等及び使用人兼務役員に対して支払う給与や退職手当等は対象になりません。

制度利用に際して事前申請は必要ありませんが、確定申告の際に明細書（別表）の添付が必要になります。

(1)平成24年度の給与総額と比べて適用年度の給与
総額が3%以上増えていること（大企業は5％以上）

(2)給与総額が前年を上回っていること
(3)一人あたりの平均給与が前年比を上回っている

こと（大企業は前年比2％以上）

いずれか小さい方
中小企業者等
・ 法人税額（所得税額）の20％
・ 要件(1)の増加額の10％＋要件(3)が２％以上増加

している場合は要件(3)の増加額の12％

大企業
・ 法人税額の10％
・ 要件(1)の増加額の10％＋要件(2)の増加額の2％

設立事業年度も適用あり

(1) 一人あたりの平均給与が前年比1.5％以上増え
ていること（大企業は  3％以上）

(2) 大企業については国内設備投資額が当期減価償
却費の90％以上であること（中小企業者は当該要
件はなし）

いずれか小さい方
中小企業者等
・ 法人税額（所得税額）の20％
・ 給与等支給増加額「雇用者給与等支給額 – 比較雇

用者給与等支給額(前年の継続雇用者給与等支給
額）」の15％

（一定の要件を満たす場合25％）
大企業
・ 法人税額の20％
・ 前年からの給与等支給増加額の15％
（一定の要件を満たす場合20％）

設立事業年度は適用なし
中小企業者等は大企業の制度と選択適用可能
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経 理 の 知 識東京税理士会
北沢支部伝授

□ 執筆者の紹介
・ 税 理 士 ： 左右（サユウ）浩正
・ 事務所所在地： 世田谷区代沢４－12 －15
・ 電話番号： ０３ ( ６４５０) ９３７１
・ FAX 番号： ０３ ( ３４１３) ０３８６
・ E-mail： info@cpasayu.com

所 得 拡 大 促 進 税 制 に つ い て

□ 東京税理士会・北沢支部の紹介：私たち税理士は、税務の
専門家として納税者の皆様の少しでもお役に立てるよう
日々邁進しております。何か税務のことでお困りの際は、
東京税理士会北沢支部までお気軽にご相談下さい。

　東 京 税 理 士 会 北 沢 支 部
　東京都世田谷区松原6−1−10アイリンマンション3B
　電  話： 03(3322)7894 ＦＡＸ : 03(3323)3571
　mail: kitazawa-shibu@ zeirisi-kitazawa. org 
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　本日は，Ａさんが相談に訪れまし

た。Ａさんの相談内容と回答は次の通

りです。

＜Ａさんの質問＞

１、私の父Ｂは，マンションを所有し

ており，そのマンションを一部屋６万

円の家賃で賃貸に出しています。賃借

人の一人，Ｃさんの賃料が遅れがちに

なっており，現時点で滞納賃料が４カ

月分，合計２４万円も貯まってしまっ

ています。私が，Ｃさんに立ち退くよ

うに求めても，色々な理由を言い立ち

退いてくれません。このような場合

に，Ｃさんに立ち退いてもらうために

は，どのような方法がありますか？

２、１の場合で，Ｂは，Ｃさんが入居す

る際，家賃保証会社と契約を締結して

いました。このような場合，家賃保証

会社に依頼することができることは

ありますか？

＜Ａさんへの回答＞

（１）質問１について

　賃借人が賃料を支払わない場合に

は賃貸人側からの解除が認められま

す。判例によると，概ね，３カ月程度の

賃料滞納がある場合には，賃貸借契

約の解除が認められることとされて

います（但し，賃貸借契約の内容や

期間，これまでの経過によっては，３

カ月程度の賃料滞納があっても賃貸

借契約の解除が認められないことも

あります。）。

　Ｃさんが任意に立ち退かない場合

には，Ｃさんに対して，まず，①滞納賃

料の請求と，滞納賃料を支払わない

場合には賃貸借契約を解除して建物

明渡請求訴訟を提起する旨を記載し

た通知書を送付し，②それでも立ち

退いたり滞納賃料を支払わない場合

には，建物明渡請求訴訟を提起する

ことになります。そして，③②の訴訟

で勝訴判決を得た場合には，その勝

訴判決を使って建物明渡の強制執行

をし，Ｃさんを立ち退かせることにな

ります。

　経験上，通知書の送付を受けたり，

訴訟の提起を受けた段階で，賃借人

が自主的に退去することが多いとい

えますが，他方で，少数ですが，訴訟

を提起され，賃貸人側の勝訴判決が

出たのにもかかわらず，強制執行を受

けるまで退去しない賃借人もいます。

　通知書の送付，建物明渡請求訴訟

の提起，建物明渡の強制執行には，

それぞれ実費がかかりますし，弁護

士等の専門家に依頼した場合には，

一定程度費用がかかります。しかし，

仮に，今後Ｃさんの滞納賃料がます

ます膨らんでしまった場合には，Ｂさ

んが得られるはずであった賃料が得

られず，Ｂさんの損失は非常に大きく

なってしまう可能性があります。この

ことを考えると，早期に，上記の手続

をとることを検討した方が良いでしょ

う。

（２）質問２について

　家賃保証契約とは，一般的に，賃借

人が入居する際に，賃借人，賃貸人，

家賃保証会社の三者が三者間の契

約を締結し，賃借人が賃料の支払い

を怠った場合に，一定期間家賃保証

会社がその滞納賃料分相当額を賃

貸人に支払い，賃貸人の損失を抑え

る形の契約です。

　近年，賃借人を入居させる際に，支

払をしてもらえるか不透明な連帯保

証人を立てることを要求するよりも，

保証料の支払が必要にはなります

が，未払賃料が発生した場合に確実

に未払賃料を支払ってもらえる家賃

保証会社を利用される賃貸人の方が

増えています。

　家賃保証会社によってその契約内

容はまちまちですが，家賃保証契約

の内容によっては，（１）でお伝えした

通知書の送付，訴訟の提起，強制執

行にかかる実費や弁護士費用など

を全て負担してもらえることがありま

す。この場合には，Ｂさんは，特に費

用を負担することなく，弁護士等の専

門家に依頼して，Ｃさんに対する立退

きの手続きを進めることができます。

そのため，家賃保証契約の内容を良

く確認するのが良いでしょう。

建 物 明 渡 請 求 に つ い て

法人・個人の法律問題をサポート致します
　世田谷綜合法律事務所
　所長 弁護士　井上　侑

〈お問い合わせ先〉〒155-0031  東京都世田谷区
北沢２-23-13 伊達ビル4F

　  ＴＥＬ：0 3 - 5 7 7 9 - 8 2 2 8
（平日10：00〜17：30 土・日・祝日を除く）

法  律  相  談



税 金 ク イ ズ の 答 え
第１問　答え　② ５％

　非課税売上に対応する仕入税額控除はできないことと
されています。非課税売上は最終的に消費税を負担するも
のと考えられているからです。そのため、仕入税額を控除
できるものとできないものとに分ける必要が生じ、分ける
ためのアイテムとして課税売上割合が用いられます。
　課税売上割合は分子を課税売上、分母を課税売上＋非課
税売上として計算されます。ただし、この計算を厳格に貫
くと、証券会社のように有価証券の売買を大量に取り扱う
業態にとっては酷な結果になります。有価証券の売却収入
が莫大なものとなり、課税売上割合は低下、結果として仕
入税額控除できるものがほとんどなくなってしまうから
です。
　そのため、有価証券及びこれに類するものの売却収入は
その５％相当額を課税売上割合の分母に含めるものとさ
れています。平成26 年の改正により、貸付金、預金、売掛金
その他の金銭債権の譲渡収入もこの取扱いの対象に含ま
れるようになりました。

第２問　答え　② 無申告加算税

　申告あるいは納付が期限よりも遅れた場合、附帯税とい
う余分の税金を払わなければならない場合があります。
　過少申告加算税は、期限内申告書が提出された後、修正
申告あるいは更正があった場合に課されます。 少額の申告
をしたことに対するペナルティーです。 無申告加算税は期
限後申告あるいは決定があった場合に課されます。 無申
告であったことに対するペナルティーです。期限後申告と
なった場合にはたとえ、1 日遅れた場合であっても一定の
割合を課されるのが原則です。
　ただし、期限内に税額を納付している等、期限内申告を
する意思があったと認められる条件を満たせば無申告加
算税が免除されることもあります。 延滞税は期限内に納付
できなかったことに対するペナルティーであり、これは法
定納期限と実際に納付した日との日割り計算になるので
本税を完納しないと最終的にいくらになるのかは分かり
ません。 ちなみに期限後申告をした後に修正申告をした場
合には課される附帯税は過少申告加算税ではなく、無申告
加算税になります。
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平成30年８月28日（火）, 29日（水）
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▲お忘れなく
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◆愉快な生活の創造と果敢な挑戦◆
☆リネンサプライ　☆クリーニング

　   株式会社 玉川繊維工業所
本社　東京都世田谷区松原3-40 - 7
　　パインフィールドビル6階
TEL　03（3327）1111（代表）
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桜 上 水 支 部  し も た か 大 さ く ら 祭 り
　平成 30 年３月 31 日（土）日大文理学部前桜並木通り

にて「しもたか大さくら祭り」が行われました。3 月下旬は

例年よりもかなり暖かい日が続き桜は満開となりました。

当日も天気に恵まれ、気温も暖かく絶好の花見日和となり、

多くの人出で賑わいました。

　恒例の磯辺焼きは大好評につき完売！無料配布のあま酒

は最後までもらいに来る人が絶えませんでした。風船はこ

ちらから小さなお子さんに配ると喜んでもらえました。税

金クイズは出題した5 問のうち４問正解した方は大勢いま

しが、全問正解者は数名だけでした。正解数に関係なく解答

者にはもれなく粗品をプレゼントしました。用意した問題

用紙はすべて解答していただきました。

　事前の準備をしてくださった方々、当日のお手伝いにご

協力してくださった方々ありがとうございました。

　　　　　　   　（桜上水支部　支部長　増川征一郎）

　平成 30 年２月 20 日( 火) Ｊ：ＣＯＭイースト世田谷局

において、第一部『税金クイズ』、第二部『相続について』を

テーマにして公開税務研修会を開催しました。税金クイズは

北沢税務署監修の100 問クイズ集を組み合わせたり、最近

の税金や国の財政に関するニュース及び確定申告などから

得た問題等を少し幅を広げて出題しました。

　クイズに対する回答は２名１組の班で検討して回答する

形をとり、その状況をプロジェクター画面に表示して競うよ

うに致しました。

　相続に関しては共和証券の横溝和夫氏により「相続」が「争

族」にならぬよう家族信託をメインに説明して頂きました。

特に質疑応答においては司会者でもある桃尾弁護士が相続

に於ける裁判沙汰を具体的に説明されたこともあり、核心を

ついた活発な議論となり盛り上がりました。

　また熱心な他支部の方々が多く参加され懇談会では互い

の意見交換や交流がなされましたし、Ｊ:COM さんの提供に

より昨年の経堂祭りやクリーンウォークの動画を楽しく観

賞できましたので、様々な形で大変有意義な税務研修会とな

りました。なお参加総数は24 名、うち会員 23 名、一般１名

でした。　　　　　 　　　( 経堂支部 副支部長  廣瀬 知樹）

経堂支部  第 ２ 回 公 開 税 務 研 修 会

  50枚 1,980円(税別)

100枚 3,480円(税別)
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　平成 30 年３月 20 日の 18 時 30 分より、北沢法人会館３

F 大会議室にて平成 29 年度第２回公開税務研修会が行われ

ました。広瀬副会長の開会の挨拶の後、平成 30 年度の税制改

正について、税理士の平塚一弘氏による講演が行われました。

　内容は、基礎控除が 38 万円から控除額が 48 万円に一律

10 万円引き上げられること。ただ、合計所得金額が 2,400 万

円を超える場合には、32 万円、16 万円と、控除額が逓減し、

2,500 万円を超えると基礎控除の適用がなくなること。更に、

基礎控除が引き上げられたのと対照的に、控除額が一律 10

万円引き下げられ、給与所得控除の上限額が適用される給与

等の収入金額が 850 万円、その上限額が195 万円（現状：

1,000 万円超/ 上限 220 万円）に引き下げられるそうです。

　また、中小企業の一定の要件を満たす設備投資について、

固定資産税を2 分の 1 からゼロまで軽減することを可能

とする３年間の時限的な特例措置が創設されこのことは従

来の「経営力向上計画」認定の枠組みを踏襲するものと思

われます。「経営力向上計画」の認定を受ければ、固定資産税

の軽減のほかに、商工中金による低利融資、信用保証枠の拡

大、各種補助金の審査での加点など、さまざまなメリットを

受けることが可能です。まだ認定を受けていない中小企業

は、これを機会に認定を受けることをお勧めします。などの

話がありました。

　また、フィナンシャルプランナーの廣川哲氏からは、生命

保険信託の話がありました。生命保険は非課税なので資産

を信託することが有効との話がありました。

　その後、美登利寿司総本店に移動して、支部会員会議を行

い平成 30 年度の予算案及び事業計画を平塚敬二副支部長

から報告がありました。その後食事をしながらの懇親会を

行い活発な意見交換が行われました。

( 梅丘支部　副支部長　平塚 敬二)

梅丘支部　第２回  公開税務研修会・支部会員会議

千 歳 台 ・ 船 橋 支 部  廻 沢 花 ま つ り
４月７日は１週間前から雨の予報が出ていまし

た。いよいよ雨なら税金クイズはやめましょうか

等と相談していました。前日の予報はやや午後に

雨は移動するものの今度は強い風の予報です。

『朝から風雨なら税金クイズはやめましょうね。』

と連絡がありました。法人会は税金クイズだけで

すが廻沢花まつりではおもちつきの用意がされて

おり、雨でも風でもとにかくやります。という事

だったそうです。

当日の朝は風は強いもののからりと晴れてお祭

りの片付けが終わる５時過ぎまでお天気は何とか

クリアしました。税金クイズは風に飛ばされない

よう景品を飛ばされないよう風と戦いながらでしたがいつ

ものように楽しくできました。

今回のクイズは難しいものが多く私達も「こんなに医療

費高額！」等と感心しながら参加者に説明をしました。途

中、新加入して下さると約束の山田さんも来て下さり、無

事に書類に記入捺印して下さりほっと致しました。山﨑さ

んも皆さんも喜んで下さり少なくとも後２件位は新会員さ

んを！と思っています。充実した一日でした。

（千歳台・船橋支部 副支部長  黒川 舘子）
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下 北 沢 支 部  池ノ上さくらフェスティバル
　　平成 30 年４月８日( 日) 毎年恒例の「第７

回池ノ上さくらフェスティバル」に下北沢支部と

して焼きそばの販売と税金クイズで参加しまし

た。今年は桜の開花が早く、当日さくらは散って

いたものの、晴天に恵まれるという絶好のフェス

ティバル日和の中、開催することができました。

　支部としては、16 人のお手伝いの参加があり、

楽しく賑やかに大いに盛り上がりました。地元商

店街の方々からは、法人会の参加を喜んで頂くこ

とができ、さらに嬉しいことには、法人会ブースの

盛り上がりを見学に来た方と地元の商店街の方、2

社の会員申し込みの申し出もありました。地域行

事に参加することの重要性を改めて実感した出来

事でした。

　こうした支部活動を通じて会員同士の絆を深

めることもでき、支部一丸となって仲良く活動す

ることの大事さを感じたことで、今年も下北沢支

部、総力を上げて、全ての行事を盛り上げていこ

うと決意することができました。

 （下北沢支部 支部長　飛田 千賀子）

代 沢 ・ 代 田 支 部  代 田 桜 ま つ り
　平成 30 年４月８日（日）、代沢・代田支部では、

代田一丁目商店会の『代田桜まつり』に後援とし

て参加し、税金クイズを実施しました。

　今年は既に葉桜になっていたものの、真っ青な

空の下、八重桜は綺麗に花をつけており、暑いぐ

らいの陽射しで早くも半袖半ズボンの人もいる

ほどでしたが、空気も澄んでいてとても気持ちの

良い気候でした。

　朝から、散歩中の方やジョギング中の方にも立

ち寄って頂き、多くの方に『税金クイズ』に挑戦

をして頂きました。

　知っているようで知らないことが多い税金の

知識。「僕もやりたい！」とやってみたお子さんの

方が親御さんよりも

点数が良かったりす

ることもあったりと、

笑顔の絶えないコー

ナーとなりました。

　早々に問題用紙の

増刷も必要となり、総

勢80 名以上の方に、

税金について学んで頂く機会を得ることができました。

　かなりの有名人の方にも立ち寄って頂き、記念写真を

パチリ。とても気さくな方で、自由に写真を使って構わな

いと仰って頂きましたので、こちらでも掲載させて頂き

ます。（左の写真） 

　企画や準備をして頂いた皆々様に感謝いたします。

（代沢・代田支部 副支部長  橋詰 大慶）
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ここ下北沢は、多彩なカルチャーが交差する街。そんな下町風情のある

街で、商社出身の代表が知識ゼロの状態で創めた不動産屋です。創業当

時はお金がなく、店内の内装工事は全て社員の手作り、看板さえ手作り

の、いま思えば文化祭の演劇セットような店内でした。そんな怪しい店

舗ではありましたが、営業開始から７日目に初めてのお客様のご来店が

あってから、あっという間に６年が経ちました。

創業３年目の夏、もっと地元に密着していきたいという気持ちを込め、

町名の北沢を冠する社名に変更し、総合不動産店として、売買仲介・賃

貸・管理、トイレ修理、立ち退き交渉、アパー

ト事業の企画など、お客様から頼まれたこと

は全てやってきました。

これからも、他社にないユニークなサービス

を創出し、地元の活性化に尽

力していきたいと思います。
所在地：世田谷区北沢2－25－13田中ビル２階

TEL：6407-1828　定休日： 火曜日

営業時間：10：00-19：00　代表：高橋  徹

会員紹介 　 北沢レジデンシャル株式会社　（下北沢支部）

給田・北烏山支部 第２回 公 開 税 務 研 修 会
　平成 30 年３月 28 日( 水)、昭和信金烏

山支店３階のしあわせプラザをお借りして

本年度第２回目の公開税務研修会を開催し

ました。

　近隣の支部の会員の方の出席もあり、当

支部としてはこれまでにない 30 余名の参

加を得て開催できました。 満開の桜の宵に

わざわざ花見も我慢して年度末の気忙しい

時にありがとうございました。

　今回も講師には北沢税務署から福永上席に来ていただき

ました。講演の前半はまだ国会承認がないため来年度の税

制改正「案」について主な改正点となる予定の主な内容に

ついてお持ちいただいたリーフレットを参考に福永上席か

ら解説を頂きました。

　後半は、なんと福永上席が自ら書き下ろした紙芝居仕立

ての消費税軽減税率に関する「税金クイズ」の上演でした。

　あるビジネスマンの一日の生活の中で軽減税率の適用が

されるモノ（サービス）かどうか聴講者に手を上げて答え

てもらう形で物語は進みました。

　紙芝居の絵（写真左上） は福永上席の絵心とお人柄が偲

ばれる心温まる出来でした。 昼食で出前をとるシーンでは

上席は「うな重」とおっしゃってましたが、「さばの塩焼き」

のようにみえました。出前を持ってきた店員さんが何とも

かわいらしく味がありました。

　朝ごはんのトースト、卵、野菜は適用。出勤途上のキオス

クで買う新聞は…定期購読ではない！ので不適用。ヒマワ

リの種はどうか微妙だが家庭菜園のための野菜の種は不適

用。仕事帰りのショッピングモールで勝ったドーナッツは

そこの飲食コーナーで食べるかどうかで変わってきます。

　出張の新幹線の席にいて車内販売の缶ビールを飲んだら

どっち？答えは軽減税率適用（食堂車での飲食は適用外）、

と答えを自分たちで考えたの

で、上席からの解説はよく頭に

入りました。福永上席ありがと

うございました！

　懇親会は場所を変え、例のご

とく盛り上がりました。

（給田・北烏山副支部長 本庄 謙一）
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会員紹介 　 カラオケスナック  ろ  ん 　（梅丘支部）

昨年、法人会に入りました‼梅丘駅北

口にありますカラオケスナック『ろん』

です！

お一人様でも、グループでも美味しく

食べて飲んでお話して歌える楽しいお

店です♪

法人会の会員様には生ビール一杯サービスさせて頂きます。

ママの手作り料理が沢山でます(^^)。

仕事帰りに楽しい時間を過ごして元気を充電して頂けたら嬉しいです。(^-^)

昼カラオケもやっています‼( ポイントカードもあります)

お気軽にお越しくださいませ。

所在地：世田谷区梅丘1-34-4 エミネント102

TEL：3427-6492／予約：090-4710-7019

代表：七田 章子 (しちだ あきこ)　定休日： 日曜日

営業時間：昼12:00～17:00／夜19:00～24:00

会員紹介 　 はんこ屋さん 21 経堂店　（経堂支部）

所在地：世田谷区宮坂3-18-1（経堂駅徒歩2分、すずらん商店街）

TEL：5426-8533／FAX：5426-8534

http://hanko21-kyodo.com/

Ｅ-mail ：info@hanko21-kyodo.com　定休日： 日曜・祝日

営業時間：平日10時〜19時　土曜10時〜17時　

はんこ屋さん21 は全国約300 店を有するはんこ屋チェーンです。

経堂地区を中心に世田谷区の地域産業に貢献したいと頑張っていま

す。実はハンコの売上は３分の１で、残りは印刷や販促物の制作です。

名刺・封筒・ゴム印など営業活動に欠かせないツールだけでなく、表札・

看板・T シャツなど住民の皆様にも喜ばれる便利屋さんです。

売上UP のご相談にどうかお気軽にお越しくださいませ。

営業品目：印鑑・ゴム印・浸透印・名刺・ショップカード・封筒・伝票・

挨拶状・ポストカード・ポスター・チラシ・チケット・名入れボールペン・

T シャツプリント・オリジナルタオル・名入れカレンダー・名入れ手帳・

表札・看板・のぼり・社章・飲食店ツール各種・シール・似顔絵・ロゴ制

作・WEB 制作ETC

今年度より【ほうじん北沢 時事川柳】を公募致します。

例えば…　 ① 法 人 の  笑 顔 輝 く  集 い か な　
　			       ② 絵ハガキで 子らが支える 税の明日

 《応募方法など詳細は次号「ほうじん北沢」に掲載しますのでお楽しみに！》

										          広 報 委 員 会  

【
予  

告
】
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リ レ ー 後 記

★独立から 5 年‥‥思う事★

　私が司法書士として独立から５年が

経過しました。今までずっと自宅を事

務所として使っていたため、仕事とプ

ライベートとの境界がない中で仕事に

励んできました。

　法人会の仲間との出会いは、そのよ

うな環境の中で、もっともっと自分に

刺激を与える必要性を感じ入会したよ

うに思います。

　自宅兼事務所、そんな生活をそろそ

ろ脱却すべく、開業６年目も間近に

迫った平成 30 年２月に千歳烏山駅徒

歩２分の場所に新事務所を借りること

になりました。

　しかし５年間溜めてきた書類の山は

事務所を新たに移転させる気持ちを低

下させるには十分な状況でした。事務

所を新たに設けるためには、まずは物

件選びから始まります。賃料は、駅から

の距離は、部屋内の広さは等いろいろ

考えることがあります。また新設事務

所のインターネット環境を整え、今ま

で家庭用の電話でできたことをビジネ

スフォンに変え、また応接の机や椅子

の購入等やることがたくさんありま

す。当然引越しをするのですから、今ま

で自宅事務所で使ったいた複合機や本

棚、その他多くの書類等も運ぶ必要が

あります。また、新事務所のために購入

した家具の組み立て等も大変な作業の

一つだと思います。

　私は今回上記のような大変な作業を

ほぼ法人会青年部の仲間の手助けによ

り進めることができました。新しい事

務所を決めることや、内装工事、家具の

組み立て等それぞれの専門分野をフル

に活かしていただき本当に助かりまし

た。法人会との出会いがなければこの

タイミングで事務所を新たに開設する

パワーはなかったかもしれません。本

当に法人会のメンバーの力はすごなぁ

と感心しましたし、感謝しております。

ご協力いただいた皆様本当にありがと

うございました。今度は私自身が皆を

サポートできるようしっかり活動して

いきたいと思います。

（南烏山・粕谷支部　石井 博晶）

★日々の安全・安心★

　現場での帰り道、T 字路を曲がった

ところで、新しい家に設けられた塀に

目が留まった。

　昔はよく使われていた大谷石塀であ

る。最近ではあまり見かけなくなって

いるが、やはり存在感がある。塀はシン

プルに素材そのもので築造されており

､石肌が豊かな表情を見せて、街にとけ

こみ、廻の様子を気持ち良くさせてい

る。こちらも思わず、楽しくなる。

　建築・自然との共生が､日々の生活に

あることは美しい。

　これから何年､何十年と存しながら、

家人との対話を豊かな思いである生活

へと重ねる事と思う。

　ここの所、地震が地球規模で多発、継

続している。

　地球規模と生活規模とでは、比べ様

はないが、日々の生活を大事に考える

者にとっては、身の廻りの対応を取っ

ておくに越したことはない。

　身の廻り防災用品・家族の連絡方法

等、どれも大事である。

　又､本格的に耐震調査、耐震改修工事

へと、進める事も必要かと思う。

　調査結果を参考にしながら､安全・安

心へと対策を取る。

　何分費用が大きく掛かる為､同時並

行して、生活の整理を行い､心の和らぎ

を覚える事も、安全・安心の対策に繋が

るのではないかと思う。

（南烏山・粕谷支部   大倉 博行）

訃 　 報
明大前支部会員

株式会社丸シ宍戸鉄男商店
代表取締役

宍 戸 鉄 男 儀

95 歳にて永眠されました。

謹んでご冥福をお祈り
申し上げます。

★ 太 っ 腹 の 施 策 ★

　東京都西多摩郡奥多摩町。東京都最

大の面積の町でありながら、５千人ほ

どの人口となってしまい、23 区内など

への転出によるさらなる人口減少に歯

止めを掛けようと、町の存続を掛けた

太っ腹の凄い施策をとっている。

　ナント！庭付き駐車場付きの新築戸

建てを無償で譲渡しているのだ。 43 歳

以下という年齢制限があったり、22 年

以上住み続けるなどの条件があるもの

の、東京の西の端とはいえ島嶼
しょ

部では

ない紛れもない都内の新築戸建てが無

償で手に入るのである。

　東京都最高峰の雲取山もこの町内の

西端にあるなど、自然がいっぱいで、し

かも東京の水がめである奥多摩湖や発

電所のある小河内ダムも同じ町内にあ

るのだ。万が一、大地震が起きたとして

も、水と電気はまず心配ないだろう。

　奥多摩駅から新宿駅までJR 乗り継ぎ

で約２時間。クルマだと高井戸の出口ま

で約１時間半と、都心までの通勤には

少々時間が掛かるかも知れないが、そ

れならば「地産地消」でいけば良い。 　

　今から20 年くらい前にこんな施策

がなされていたとしたら、山の景色大

好きの私は喜んで奥多摩町民になって

いただろう。 （明大前支部　塩原 孝夫）






